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ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る
こ
と
を
政
府
に
求
め
る
国
会
決
議
を
受
け
て
の
政
府
の
取
り
組
み
等
に
関
す

る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
七
三
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
年
六
月
六
日
の
衆
参
両
議
院
の
本
会
議
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
国
会
決
議
（
以

下
、
「
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
が
議
決
さ
れ
た
が
、
「
国
会
決
議
」
の
内
容
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
国
会
決
議
」
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

三

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
（
例
え
ば
内
閣
衆
質
一
六
三
第
七
号
、
五
七
号
、
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
〇
号
、
内
閣
衆
質
一
六
八

第
二
四
号
、
五
三
号
、
一
〇
二
号
、
内
閣
衆
質
一
六
九
第
六
三
号
、
一
〇
六
号
、
一
三
八
号
、
一
八
二
号
、
三
七
三
号
等
）

で
政
府
は
、
「
先
住
民
族
」
の
定
義
は
国
際
的
に
確
立
し
て
お
ら
ず
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
我
が
国
の
先
住
民
族
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
も
判
断
を
下
せ
な
い
旨
の
答
弁
を
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
本
年
六
月
六
日
の
衆
参
両
議
院
の

本
会
議
に
お
い
て
町
村
�
孝
内
閣
官
房
長
官
は
「
政
府
と
し
て
は
独
自
の
言
語
、
宗
教
や
文
化
の
独
自
性
を
有
す
る
先
住
民

族
と
の
認
識
の
も
と
、
国
連
宣
言
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
政
策
を
さ
ら
に
推
進
し
、
総
合
的
な
施
策
の
確
立

に
取
り
組
む
」
と
の
発
言
を
し
て
い
る
が
、
右
は
「
国
会
決
議
」
を
受
け
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
我
が
国
の
先
住
民
族
で
あ
る

一



と
政
府
が
認
め
た
も
の
と
受
け
止
め
て
良
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

四

三
で
、
政
府
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
我
が
国
の
先
住
民
族
で
あ
る
と
認
め
た
の
な
ら
ば
、
三
で
挙
げ
た
こ
れ
ま
で
の
答

弁
書
を
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

五

「
国
会
決
議
」
を
受
け
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
し
て
認
め
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
政
策
を
さ
ら
に
推
進
し
、
総
合

的
な
施
策
の
展
開
を
図
る
上
で
の
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
決
意
を
披
瀝
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


